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学童版うぇぶさくら登録申請機能ご利用マニュアル 

登録申請機能をご利用いただくにあたり、各メニューについて操作方法を記載しております。 
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本書の使い方 

本書では、表示するメニュー項目を「基本設定＞施設情報」のように表記します。 

メニュー項目をクリックすると小項目が表示されます。小項目をクリックすると編集画面が右側に表示されます。 

 

登録申請サイト 

保護者の方が登録申請を行う為のサイトです。 

POINT 

入力時に注意すべき点や編集のヒントを記載しています。 

 

例：児童台帳＞児童の新規登録 
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新機能追加のご案内 

登録申請＞登録申請一覧 デザイン調整・機能追加を行いました。 

■ デザイン調整 

・画面サイズに合わせて表示できる件数を調整し、より多くの申請を確認できるよう変更しました。 

※画面サイズや拡大率の設定によって、表示される件数は下記の画像と異なる場合があります。 
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■ 管理番号登録機能追加 (P.29記載) 

・登録申請一覧画面からも管理番号を直接入力し、保存できるようになりました。 

 

管理番号欄において、黒色で表示されている数字は保存済みの管理番号、 

赤色で表示されている数字は入力中、または変更中で保存がされていない管理番号となります。 

左端のチェックボックスを   状態にし         ボタンをクリックすることで入力した数字が保存され、

赤色の数字が黒色に変わります。 

 

■ 申請に関するチェック機能追加 (P.22記載) 

・登録申請のチェック基準を追加しました。 



5 

申請種類を「継続」で申請し、更新対象の台帳内の児童が未登録の場合に、警告メッセージが表

示されるようになりました。 

 Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ T 

 

⚫ 警告メッセージが表示されている状態で内定操作を行うと、新規に児童台帳が作成されます。 

⚫ 台帳を継続して利用する場合、変更ボタンより作成済みの児童台帳と紐づけを行ってください。 

⚫ 継続にも関わらず、更新対象の台帳内児童が未登録の場合、「更新対象の登録済み保護者」

欄も未登録となっている可能性が高いため、合わせてご確認ください。 

 

■ 申請に関する表示機能追加 

・登録申請一覧画面に学年順でのソート機能を追加しました。 

① 申請児童のうち末子の学年 ②末子の氏名かな ③申請番号順 

上記条件によりソートされます。 

 

・一覧、詳細、編集画面で利用状況が「終了」で申請されている児童が一覧に表示されるようにな

りました。 

※「終了」に設定されている児童は背景がグレーで表示され、データ出力や内定時のデータ送信の

対象外となります。 
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登録申請の流れ 

学童版うぇぶさくらと登録申請サイトを利用して下記の流れで登録申請を行います。 
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初期設定 -1.各項目マスタ登録 

最初に登録申請機能の初期設定をします。 

登録内容は登録申請サイト、保護者通知メールに表記されます。 

■ 基本設定＞施設情報 

児童館の名称や所在地などの基本情報を設定します。 

施設の基本情報を入力後、「保存する」ボタンから登録します。 

 
 

Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ  

⚫ 施設名は自動送信される各種メールの施設名称として表示されます。 

⚫ 住所・電話番号は、登録申請サイト＞就労証明書の提出方法＞郵送を選択する

と、送付先として表示されます。 

⚫ ブロック・行政区は京都市児童館学童連盟より指定された値を登録します。 
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■ 基本設定＞カスタム設定＞総合 

児童台帳などで使用する選択肢を追加、編集できるメニューです。 

をクリックすると新規登録画面が開きます。 

追加したい名称を入力して、「登録する」から登録します。 

 

Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ 

⚫ こちらで登録した続柄の項目は、登録申請サイト＞同居家族＞利用児童から見た続

柄の選択肢として表示されます。 

⚫ アレルギーの項目は、登録申請サイト＞利用希望児童＞アレルギーの選択肢として表

示されます。 
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■ 基本設定＞カスタム設定＞就学先 

就学先の追加や編集を行います。 

をクリックすると就学先の新規登録画面が開きます。 

追加したい就学先を入力して、「登録する」から登録します。 

Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ 

⚫ こちらで登録した内容は登録申請サイト＞利用希望児童＞学校名の選択肢として

表示します。  
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■ 登録申請＞設定 

登録申請サイトの設定では、保護者の方が申請を行うために必要な動作設定や、申請時に

送られる自動送信メールの内容を設定します。 

登録申請 

アカウント登録ページ 

： こちらのアドレスから保護者の方は児童の登録申請行います。 

施設コード ： 京都市内にて複数の学童クラブへ登録申請をする際に保護者の方が

入力するコードです。 

施設種類 ： 施設の形態をお選びいただきます。 
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就労証明書 

テンプレート URL 

： こちらに京都市の就労証明書フォーマットのサイトをリンクします。 

保護者の方が登録申請にて就労証明書ダウンロード表示時に、 

就労証明書の説明ページとして京都市の就労証明書フォーマットのサイトの

リンクが表示されます。 

就労証明書各種 

ファイル 

： 京都市の就労証明書フォーマットのファイルをアップロードします。 

登録申請サイトにて、保護者の方が就労証明書フォーマットのダウンロードを

可能となります。 

 

面談日選択可能

範囲 

： 保護者の方へ何日先までの面談日程を表示するかの設定をします。 

面談時間間隔 ： 面談スケジュールの間隔を何分で生成するかの設定をします。 
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登録申請 

ページ告知 

： お知らせや案内を入力します。 

登録申請サイトのトップページに表示されます。 

(例:特記事項欄に「本館希望」「分室希望」の記載をお願いいたします。) 

施設 

メールアドレス 

： 送信メールに記載されます。 

(※送り主ではなく、メール本文内に記載されます。） 

施設メール署名 ： 申請受付時等に自動送信されるメールの文面の最後に記載されます。 

 

登録申請受付 

メールメッセージ 

： 保護者より児童の申請がされた時に、保護者へ自動で送信される

メールに登録した文章が記載されます。 

※空欄の場合以下のテンプレート文が送信されます。 

[申請者名]様 

 [対象年度]年度学童クラブ登録申請を受け付けました。申請情

報を確認いたしますので、結果の通知をお待ちください。 
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修正依頼メール 

メッセージ 

： 保護者の申請内容に不備があり差し戻し処理をした時に、保護者へ自動

で送信される修正依頼メールに、登録した文章が記載されます。 

※空欄の場合以下のテンプレート文が送信されます。 

[申請者名]様 

 [対象年度]年度学童クラブ登録申請をお送りいただきましたが、申請

内容に一部不備がありました。訂正箇所をご確認のうえ、再度申請を

お送りください。 

 

修正受付メール 

メッセージ 

： 保護者より児童の申請が修正された時、保護者へ自動で送信される修正

受付メールに、登録した文章が記載されます。 

※空欄の場合以下のテンプレート文が送信されます。 

[申請者名]様 

 修正された[対象年度]年度学童クラブ登録申請を受け付けました。申

請情報を確認いたしますので、結果の通知をお待ちください。 

面談お知らせ 

メールメッセージ 

： 施設にて申請に対して「面談する」を選択した時、保護者へ自動で送信

される面談お知らせメールに、登録した文章が記載されます。 

※空欄の場合以下のテンプレート文が送信されます。 

[申請者名]様 

 当学童クラブでは申請書類からお子さまが学童クラブの登録条件に該当

することを確認するとともに、お子さま・ご家庭の様子をお聞かせいただくた

め、面談の時間を設けています。登録申請サイトの申請登録状況ページか

ら「4:面談日の設定」に入っていただき、希望の日時をカレンダーから選んで

お知らせください。 
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面談確定メール 

メッセージ 

： 保護者より面談日が選択された時、保護者へ自動で送信される面談

確定メールに、登録した文章が記載されます。 

※空欄の場合以下のテンプレート文が送信されます。 

[申請者名]様 

 面談希望を受け付けました。[面談日時]に学童クラブをお訪ねください。 

 

※面談については P.31 に記載しています 
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内定通知メール 

メッセージ 

： 施設にて申請に対して「内定」を選択した時、保護者へ自動で送信される

内定通知メールに、登録した文章が記載されます。 

（不備あり、なし、どちらを選んでも内定通知メールは送信されます。） 

※空欄の場合以下のテンプレート文が送信されます。 

[申請者名]様 

 登録申請が承認されましたので、[対象年度]年度の利用許可を内定し

ます。 

 正式な決定通知は、利用料金のお知らせとともに 4 月以降にお届けしま

すが、本内定通知をもって、学童クラブ利用が認められたものと御理解くださ

い。 

お問い合わせ受付

メールメッセージ 

： 保護者より問い合わせが送信された時、保護者へ自動で送信される 

問い合わせ受付メールに、登録した文章が記載されます。 

※以下の内容は自動で送信されるため、それ以外で伝えたいことがある場

合にご記載ください。 

・お問い合わせ番号 ※自動振分されるもの 

・保護者のお問い合わせ件名 

・保護者が入力した問い合わせ内容 

お問い合わせ回答

メールメッセージ 

： 登録申請＞お問い合わせ にて保護者から届いたお問い合わせに回答

を送信した時、回答メールに登録した文章が記載されます。 

※以下の内容は自動で送信されるため、それ以外で伝えたいことがある場

合にご記載ください。 

・お問い合わせ番号 ※自動振分されるもの 

・保護者のお問い合わせ件名 

・保護者が入力した問い合わせ内容 

・施設から保護者への回答 

保存 ： 上記入力した設定が保存されます。 

Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ 

⚫ プレビューボタンにて保護者へ送られるメッセージ内容の確認ができます。 

⚫ メッセージ項目が未記入の時、プレビューでは＊(設定名)＊にて表示されます。 

⚫ メッセージ項目が未記入の時、実際に送信されるメールでは、空欄として表示されます。 

⚫ 入力したメッセージはテンプレート文の後に表示されます。 
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初期設定 -2.面談枠登録 

面談を実施する施設は面談可能日を設定します。 

■ 面談枠作成 

こちらで設定した面談枠をもとに登録申請サイトから保護者の方は面談日の予約を行うことができます。 

登録申請＞面談スケジュール＞+面談枠作成 ボタンから面談枠を作成してください。 

 

面談枠の作成画面が表示されます。 

面談を実施する期間と曜日、時間を入力して をクリックします。 

完了するとカレンダーに登録内容が反映されます。また、こちらで保存した内容は登録申請サイト

の面談予約画面にも表示されます。 

Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ 

⚫ 面談時間の間隔は、登録申請＞面談時間間隔にて決まります。 

⚫ 既に登録されている面談枠がある場合は、上書きされません。  
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登録申請一覧 -1.申請内容確認 

保護者の方から送られた申請内容は、登録申請＞登録申請一覧から閲覧します。 

■ 申請内容の確認  

申請内容は、申請年度/申請者名/状態の項目で条件の絞り込み検索が可能です。 

  

申請の編集ボタンを押すと申請の詳細確認が出来ます。 

※申請情報の不整合が疑われる場合、色付きで申請が表示されます。(P.4参照) 

 

■ 面談を行う場合 

申請内容確認後、面談を実施する場合は「面談する」ボタンを選択します。 

 

「面談する」をクリックすると、保護者に面談日程調整依頼メールが送られます。 

保護者の方は登録申請サイトから面談日の予約が可能になります。 

Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ 

⚫ 面談を実施するには、予め、登録申請＞面談スケジュール＞+面談枠作成 ボタンから、

面談枠の作成が必要です。 
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「面談する」ボタンをクリックすると、表示が「面談終了」ボタンに切り替わります。 

面談を実施後、「面談終了」ボタンをクリックします。 

 

「面談終了」ボタンをクリックすると「内々定（不備なし）」「内々定（不備あり）」ボタンに

切り替わります。 

申請内容に応じて、該当するボタンをクリックします。 

 

■ 面談を行わない場合 

 面談を実施しない場合は「面談しない」ボタンを選択します。 

 

「面談しない」ボタンをクリックすると「内々定（不備なし）」「内々定（不備あり）」ボタンに

切り替わります。 

申請内容に応じて、該当するボタンをクリックします。 
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■ 内定通知を送る 

「内々定(不備なし)」「内々定(不備あり)」ボタンをクリックすると「内定(不備なし)」「内定(不備あり)」

に切り替わります。 

申請内容に応じて、ボタンをクリックしてください。 

 

Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ 

⚫ 「内々定(不備なし)」「内々定(不備あり)」の操作を行った場合、保護者の

方へ通知は行きません。 

⚫ 「内定(不備なし)」「内定(不備あり)」の操作を行った場合、保護者の方へ

内定通知が送られます。 

⚫ 「内定(不備なし)」「内定(不備あり)」の操作を行った後に登録申請機能内

での情報変更を行っても児童台帳には反映されません。 

変更がある場合、児童台帳から直接変更をお願いします。 
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■ 申請内容に不備がある場合 

 申請内容に不備があった場合、保護者の方へ修正をしていただく必要があります。 

修正を希望する項目の「不備あり」にチェックを入れます。 

 

不備詳細へ不備の理由を記載します。 

最後に「差し戻し」ボタンをクリックすると、保護者の方へ、修正依頼メールが送信されます。

保護者の方は、登録申請サイトから申請内容の修正をすることが可能となります。 

Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ 

⚫ 不備内容は保護者の方への通知メール、申請サイトにて表示されます。 

⚫ 保護者の方は差し戻しを受けると、施設が「不備あり」にチェックを入れた項目

（背景に色のついた項目）の修正が可能となります。不備ありのチェック間違いに

ご注意ください。 
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登録申請一覧 -2.新規作成・印刷・編集・削除 

オンラインにて申請が出来ない保護者の方に変わり、施設にて登録申請をします。 

■ 登録申請＞登録申請一覧＞＋新規作成 

項目に沿って申請内容の入力を行ってください。「保存」ボタンをクリックすると、児童の登録申請が 

出来ます。 

 

 

Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ 

⚫ 施設にて「新規登録」をした申請に関しては、メールアドレスが登録されません。

申請者情報の連絡先メールアドレスはランダムな文字列で登録されます。 

⚫ 施設にて「新規登録」をした申請に対してはシステム上から「差し戻し」や「面談」等の通知

等を行うことは出来ません。施設より直接保護者の方へ、ご連絡をお願い致します。 

⚫ 本年度施設にて「新規登録」を行った保護者が次年度以降、登録申請サイトから 

申請を行う場合は、登録申請＞設定＞登録申請アカウント登録ページをお渡しの上、

メールアドレスの登録から申請を行っていただく必要があります。  
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■ 継続利用申請を施設で行う場合 

継続利用する児童の申請を施設で行う場合、既に登録されている児童台帳との更新設定、

保護者の更新設定を行うことで、作成済みの児童台帳に申請情報を更新することができま

す。 

登録申請＞登録申請一覧＞編集 

「更新対象の台帳内児童」の     をクリックすると児童の検索画面が開きます。 

更新する児童を検索、選択し          をクリックすると、台帳を更新する児童の設定が行

えます。 

 
          申請種類を「継続」で申請し、更新対象の台帳内の児童が未登録の場合に、 

警告メッセージが表示されます。(P.4参照) 
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児童と同様に保護者の登録情報も更新設定を行うことができます。 

「更新対象の登録済み保護者」の     をクリックすると保護者の検索画面が開きます。 

更新する保護者を検索、選択し          をクリックすると、更新する保護者の設定が行え

ます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ 

⚫ 児童の更新設定を行わずに登録を進めた場合、現在利用している児童とは別の新

規台帳の展開が行われます。 

⚫ 保護者の更新設定を行うことで、保護者はさくら daysのアカウントを継続して利用

することが可能です。 

⚫ 台帳を継続して利用する場合、変更ボタンより作成済みの児童台帳と紐づけを行っ

てください。 

⚫ 継続にも関わらず、更新対象の台帳内児童が未登録の場合、「更新対象の登録

済み保護者」欄も未登録となっている可能性が高いため、合わせてご確認ください。 
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■ 利用開始日の設定 

登録申請＞登録申請一覧＞編集 から申請内容の編集画面を開きます。 

申請児童情報欄にて、利用開始日を施設で設定することが可能です。 

※児童が施設の新規利用者である時にのみ使用する機能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ T 

 

⚫ 保護者へは利用開始日の情報は表示されません。 

⚫ 未記入の場合、申請年度の４月１日扱いになります。 

⚫ 内定で児童台帳に反映すると、児童台帳の利用開始日が記載されます。 

(新規登録家庭のみ) 

⚫ 利用申請書に、利用開始日が印刷されます。 

⚫ 内定後の利用開始日の変更は児童台帳から直接変更をお願いします。 
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■ 申請内容の印刷 

 登録申請＞登録申請一覧＞編集 から申請内容の編集画面を開きます。 

ボタンをクリックすると学童クラブ事業利用申請書が表示されます。 

 

ボタンから印刷を行います。 

 

 Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ T 

 

⚫ 印刷時に余白を「デフォルト」or「なし」以外に設定をすると 

申請書の表記が崩れる場合があるため、確認をお願いいたします。 
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■ 申請内容を編集する 

申請内容を施設の方が編集する場合 ボタンから編集をします。 

 

登録内容の修正画面が表示されるので、内容に応じて編集をします。 
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利用希望児童情報や同居家族の人数を増やすには、項目の右側にある ボタンをク

リックすると、入力枠が追加されます。 

 

児童や同居家族の人数を減らす場合は各情報の「-削除」ボタンを押すと削除されます。 

 

 

「-削除」ボタンをクリックすると確認のポップアップが表示されます。 

「削除する」ボタンをクリックすると登録されていた情報は完全に削除され、閲覧・編集が出来なくな

ります。 

児童や同居家族を削除する際は間違いのないようご注意ください。 

※ 削除したデータは元には戻せません。 
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■ 申請内容の削除 

申請を削除する場合、 ボタンから削除をします。 

 

 

ボタンをクリックすると確認のポップアップが表示されます。 

削除をすると登録されていた情報は完全に削除され、閲覧・編集が出来なくなります。 

登録申請を削除する際は間違いのないようご注意ください。 

※ 削除したデータは元には戻せません。 

Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ 

⚫ 申請データは削除されますが、保護者の方が登録した登録申請サイトのアカウントは 

削除されません。 

⚫ 保護者の方は引き続き同じアカウントで申請が可能です。 
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■ 管理番号一括登録 

・登録申請一覧画面から管理番号を直接入力し、保存することができます。 

 

管理番号欄において、黒色で表示されている数字は保存済みの管理番号、 

赤色で表示されている数字は入力中、または変更中で保存がされていない管理番号となります。 

左端のチェックボックスを   状態にし         ボタンをクリックすることで入力した数字が保存され、

赤色の数字が黒色に変わります。 

 

 

 

 

■ ファイルダウンロード 

・申請内容を CSV ファイル、Excel ファイルに出力することが可能です。 

 
左端のチェックボックスをクリックし、   状態にし      or           ボタンをクリックすると、 

申請内容を対応するファイル形式でダウンロードすることができます。 
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・利用申請書の一括印刷 

 

左端のチェックボックスを  状態にし、       ボタンをクリックすると複数人分の学童クラブ事業

利用申請書が表示され、        ボタンより、一括での印刷が可能となります。 
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面談スケジュール 

保護者からの面談予約は、登録申請サイト＞面談スケジュールから詳細を確認します。 

■ 面談予約の確認 

面談予約が送られると登録申請＞面談スケジュールのカレンダーに予約件数が表示されます。 

面談予約が入っている日付をクリックすると予約内容の詳細が表示されます。 

 

面談が入っている時間の色が変わり、申請者の名前が記載されます。 

 

登録されている面談スケジュールをクリックすると予約内容を確認できます。 
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申請詳細ボタンから、登録申請詳細画面に移行し、申請内容を確認することができます。 
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■ 面談予約の新規登録  

保護者からの申請ではなく、施設にて面談枠の予約が可能です。 

予約したい日付をクリックします。 

 

面談が入っていない（空き）となっている日時を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

面談対象を選択して保存をすると施設にて面談枠の予約ができます。 
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■ 面談予約の変更  

予約された面談日と時間の変更を行うことができます。 

登録申請＞面談スケジュール＞予約枠の変更をしたい面談予約を選択します。 

日付・時間の項目から変更内容を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「保存」ボタンをクリックするとカレンダーに変更内容が反映されます。 

Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ 

⚫ 既に別の面談予約が登録されている日付と時間に変更することはできません。 

⚫ 面談枠を変更しても申請者へ自動で通知は行われません。 
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■ 面談予約の削除 

登録申請＞面談スケジュール＞予約の削除をしたい面談予約を選択します。 

 

面談枠を削除する場合、 ボタンから削除が出来ます。 

※ 削除したデータは元には戻せません。 

再度面談枠をとる場合は面談予約の新規登録を行ってください。 
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■ 面談枠の削除  

面談スケジュールの面談枠の削除を行うことができます。 

登録申請＞面談スケジュール＞面談枠削除 を開きます。 

 

 

削除したい日付と時間を選択し ボタンから削除をします。 

 

削除を行うと、カレンダーから面談枠が削除されます。 

Ｐ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ 

⚫ 既に面談予約が登録されている面談枠は削除することができません。  
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お問い合わせ 

保護者から登録申請サイトを介して送られてきた問い合わせ内容の確認と内容に対する

回答を入力することができます。 

■ お問い合わせ内容確認 

登録申請＞お問い合わせ より問い合わせ内容を確認できます。 

問い合わせ内容を検索する場合は、問い合わせ日/申請者名/タイトル・内容/状態の項目で

条件を絞り込むことが可能です。 

 

編集ボタンをクリックすると問い合わせ内容の詳細画面が表示されます。 

  



38 

■ 問い合わせに対する回答入力 

問い合わせに対する回答を行う場合は回答欄に内容を入力後、保存ボタンをクリックします。 

 

回答内容が保存されるとお問い合わせの状態が「回答済み」になります。 

保護者の方は登録申請サイトから回答内容を確認します。 

 

 

 

  



 

 


